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（
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施
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○
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件
）
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…
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…
…
…（
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○
特
定
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港
漁
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整
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計
画
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覧
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）…
九

○
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
案
の
縦
覧
…
…
…（
同
）…
一〇

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
一〇

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
四
月
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
京
市
川

二

変
更
の
区
間

中
央
区
勝
ど
き
六
丁
目
百
一
番
四
地
内
か
ら
同

所
百
三
番
一
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
年
四
月
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

ア
ズ
ハ
イ
ム
光
が
丘

練
馬
区
谷
原
四
丁
目
三
番
二
十
三
号

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１３０号

警
備
業
法
（
昭
和
４７
年
法
律
第
１１７
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２３条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
４
月
１０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
８
年
７
月
１１日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
８
年
１０月

３
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号
警
視
庁

洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
２
号
の
警
備
業
務
（
以
下
「
施
設
警
備
業
務
」

と
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
以

下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）

４
検
定
予
定
人
員

２０名

５
受
検
対
象
者

⑴
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
施
設
警
備
業
務
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る

法
第
２３条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証

明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間

が
１
年
以
上
で
あ
る
も
の

⑵
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知

識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

６
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
５
月
２５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
２６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
６
月
３
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
５
日
（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
６
月
３
日
（
水
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
５
日
（
金
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑷
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
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長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）

２
葉

ウ
前
⑶
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
各
１
通

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

エ
前
記
５
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１

通ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
警
備
業
務
従
事

証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
受
検
資
格

認
定
書
の
写
し

⑸
検
定
手
数
料

１６,０００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１３１号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
２３条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
４
月
１０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
８
年
７
月
１１日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
８
年
１０月

３
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号
警
視
庁

洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
２
号
の
警
備
業
務
（
施
設
警
備
業
務
に
係
る
も

の
を
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

４
検
定
予
定
人
員

６０名

５
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
５
月
２７日

（
水
曜
日
）
及
び
同
月
２８日

（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

６
申
請
手
続

⑴
申
請
方
法

警
察
署
に
持
参
又
は
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請

⑵
受
付
期
間

ア
警
察
署
に
持
参

令
和
８
年
６
月
３
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
５
日
（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

イ
警
視
庁
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

令
和
８
年
６
月
３
日
（
水
曜
日
）
午
前
８
時
３０分

か
ら
同

月
５
日
（
金
曜
日
）
午
後
１１時

５９分
ま
で

⑶
申
請
先

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑷
申
請
書
類
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ア
検
定
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）

２
葉

ウ
前
⑶
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
各
１
通

ア
前
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

⑸
検
定
手
数
料

１６,０００円

７
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１３２号

警
備
業
法
（
昭
和
４７
年
法
律
第
１１７
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
４
月
１０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
８
年
６
月
１８日

（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜
日
）

ま
で
の
６
日
間
（
日
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

江
東
区
青
海
二
丁
目
４
番
３２号

Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
２４ビ

ル

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
人
若
し
く
は

車
両
の
雑
踏
す
る
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所

に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を

い
う
。
以
下
「
２
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

２００名

５
受
講
対
象
者

⑴
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

⑷
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員

等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
間

令
和
８
年
５
月
１３日

（
水
曜
日
）
及
び
同
月
１４日

（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
１６０名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す
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ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
８
年
６
月
２
日
（
火
曜

日
）
ま
で
の
間
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面

各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備

業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

ウ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面
各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
本
籍
又
は
国
籍
等

の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
本
籍
又
は
国
籍
等

の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
及
び
現
に
属
す
る
営
業
所

の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、

い
ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
８
年
６
月
１０日

（
水
曜
日
）
及
び
同
月
１１日

（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

３８,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１３３号

警
備
業
法
（
昭
和
４７
年
法
律
第
１１７
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
４
月
１０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
８
年
７
月
１３日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
１７日

（
金
曜
日
）

ま
で
の
５
日
間
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午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
人
の
身
体
に

対
す
る
危
害
の
発
生
を
、
そ
の
身
辺
に
お
い
て
警
戒
し
、
防
止
す

る
業
務
を
い
う
。
以
下
「
４
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

３０名

５
受
講
対
象
者

最
近
５
年
間
に
４
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て

３
年
以
上
で
あ
る
者

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
日

令
和
８
年
６
月
８
日
（
月
曜
日
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
３８３７）

２１６０

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
８
年
６
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
間
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
１
通

イ
４
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備

業
者
が
作
成
す
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」

と
い
う
。
）
及
び
履
歴
書
各
１
通

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警
備

業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ

い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
情
を

疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を

誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す

る
こ
と
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
８
年
６
月
３０日

（
火
曜
日
）
及
び
同
年
７
月
１
日
（
水

曜
日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

３４,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１３４号

警
備
業
法
（
昭
和
４７
年
法
律
第
１１７
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２

条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
４
月
１０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
８
年
７
月
１６日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
１７日

（
金
曜
日
）

の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
人
の
身
体
に

対
す
る
危
害
の
発
生
を
、
そ
の
身
辺
に
お
い
て
警
戒
し
、
防
止
す

る
業
務
を
い
う
。
以
下
「
４
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

５０名

５
受
講
対
象
者

法
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
警
備
業
務
の
う
ち
、
４
号
警
備
業
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務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
２２条

第
２
項
に
規
定
す

る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
又
は
規
則
第
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下

「
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
最
近
５
年
間
に
４
号
警
備
業

務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
日

令
和
８
年
６
月
９
日
（
火
曜
日
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
３８３７）

２１６０

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
８
年
６
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
間
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
４
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
の
写
し
又
は
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
の
写
し
１
通

ウ
４
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備

業
者
が
作
成
す
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」

と
い
う
。
）
及
び
履
歴
書
各
１
通

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警
備

業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ

い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
情
を

疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
８
年
６
月
３０日

（
火
曜
日
）
及
び
同
年
７
月
１
日
（
水

曜
日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

１０,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

公

告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

足
立
区
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

足
立
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
三
年
七
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

足
立
区
（
神
明
一
丁
目
）
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

足
立
区
神
明
一
丁
目

五

認
証
年
月
日

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

羽
村
市
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

羽
村
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
六
年
六
月
か
ら
令
和
七
年
九
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

羽
村
市
（
羽
西
三
丁
目
の
一
部
）
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

羽
村
市
羽
西
三
丁
目
の
一
部
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域

五

認
証
年
月
日

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

青
梅
市
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

青
梅
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
二
年
六
月
か
ら
令
和
四
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

青
梅
市
（
大
門
一
丁
目
地
内
外
）
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

青
梅
市
大
門
一
丁
目
地
内
外

五

認
証
年
月
日

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

杉
並
区
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
街

区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

杉
並
区

の
名
称

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
五
年
六
月
か
ら
令
和
六
年
二
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

杉
並
区
（
西
荻
南
一
・
二
丁
目
の
一
部
）

の
街
区
境
界
調
査
図
及
び
街
区
境
界
調
査

簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

杉
並
区
西
荻
南
一
丁
目
及
び
西
荻
南
二
丁

目
の
各
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

江
戸
川
区
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

街
区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

江
戸
川
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
四
年
八
月
か
ら
令
和
七
年
一
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

江
戸
川
区
（
江
戸
川
一
丁
目
①
）
の
街
区

境
界
調
査
図
及
び
街
区
境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

江
戸
川
区
江
戸
川
一
丁
目
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

福
生
市
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
街

区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

福
生
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
四
年
十
月
か
ら
令
和
六
年
一
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

福
生
市
（
大
字
熊
川
の
一
部
）
の
街
区
境

界
調
査
図
及
び
街
区
境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

福
生
市
大
字
熊
川
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
三
十
七
号
）
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
漁
港
漁

場
整
備
事
業
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る

者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
東
京
都
知
事
に
対
し
て
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
案
（
八
重
根
地
区
）

二

縦
覧
期
間

令
和
八
年
四
月
十
日
か
ら
二
十
日
間
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三

縦
覧
場
所

東
京
都
八
丈
支
庁
港
湾
課

八
丈
町
大
賀
郷
二
千
四
百
六
十
六
番
地
二

四

意
見
書
の
提
出
先

東
京
都
港
湾
局
離
島
港
湾
部
計
画
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
九

階
北
側特

定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
案
の
縦
覧
に
つ

い
て

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
三
十
七
号
）
第
十
七
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
の
案
を

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
の
案
に
意
見
が

あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
東
京
都
知
事
に
対
し
て

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
案
（
三
浦
地
区
）

二

縦
覧
期
間

令
和
八
年
四
月
十
日
か
ら
二
十
日
間

三

縦
覧
場
所

東
京
都
大
島
支
庁
神
津
島
出
張
所

神
津
島
村
千
二
百
四
番
地

四

意
見
書
の
提
出
先

東
京
都
港
湾
局
離
島
港
湾
部
計
画
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
九

階
北
側

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
８
年
４
月
１０日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称
東
京
都

２
事
業
の
種
類
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
都
市
高
速

鉄
道
第
１０号

線
付
属
街
路
第
１４号

線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

���������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
令
和
８
年
４
月
２
日
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